
訪問看護 

当院は「みなし訪問事業」となります。当院かかりつけの外来通院または訪問診療をお受けになっていて、 

月 1 回以上の診療を受けている事が訪問の条件となります。医師、患者様と協議の上、地域の訪問看護ステー

ションと連携して、サービスを継続移行させて頂く場合があります。 

＜運営の方針＞ 

１） 患者様の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持、向上を図るとともに利用者の生活の質が   

高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。 

２） 地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心がけます。 

＜訪問看護のサービス内容＞ 

主治医の指示に基づき、利用者宅において看護師その他省令に定める者が下記の療養上の世話または必要な診療

の補助を行います。 

①健康観察 体温・血圧・脈・呼吸測定、口腔内および全身の状態や症状の観察 

②日常生活の看護（清潔援助・食事指導及び介助・口腔ケア・排泄）③リハビリテーション  

④療養生活や介護方法の指導⑤介護、相談 ⑥カテーテル等の管理・褥瘡処置など医療処置 

⑦生活用具や在宅サービス利用についての相談 ⑧終末期の看護 等 

ご都合や病状に合わせた日程を調整して訪問看護を提供します。 

＜負担金＞ 

当院の医師の診療のあった日から 1 ヶ月以内の利用に対し、月毎にお支払い頂きます。 

お支払いの内容は、厚生労働大臣が定める基準による法定利用料に基づく金額で下記料金表の通りです。 

尚、法定利用料の改定により料金が変更となることがあります。 

お支払い方法は窓口払いか銀行引き落とし、お振り込みから選択できます。 

＜緊急時対応体制＞ 

訪問看護は 24 時間の緊急対応体制を整えております。 

緊急時は緊急対応のうえ、担当医師の指示に従い対応致します。 

＜苦情の対応と連絡先＞ 

赤心堂病院代表電話 049-242-1181 看護部までご連絡ください。 

また、居宅介護支援相談員（ケアマネージャー）や市町村等の行政への通知やご相談をお願い致します。 

＜料金表＞ 

                                                

医療保険 訪問看護利用料金 

◆利用料例（1 割負担の場合） 

 週 3 回まで 週 4 日以降 

利用料（1 回） 利用者負担額 利用料（1 回） 利用者負担額 

日中  8:30～17:00 5,800 円 580 円 6,800 円 680 円 

早朝  6:00～8:00 
7,900 円 790 円 8,900 円 890 円 

夜間 18:00～22:00 

深夜 22:00～6:00 10,000 円 1,000 円 11,000 円 1100 円 

褥瘡ケアまたは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問指導 1,285 点／回 

◆加算内容（1 割負担の場合） 

加算 診療報酬 利用者負担額 算定回数等 

指導体制充実加算 150 点 150 円 月 1 回 



 

【基本部分】   ◆保健師、看護師が行う訪問看護（1 割負担の場合）                                               

（川越地域 6 級地 10.42 円／単位あたり） 

介護保険（予防）訪問看護利用料金 

 介護 介護予防 

20 分未満 265 単位（２７６円）  ２５５単位（265 円） 

20 分以上 30 分未満 398 単位（414 円） ３８１単位（397 円） 

30 分以上 1 時間未満 573 単位（597 円）  ５５２単位（575 円） 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 842 単位（877 円） 812 単位（846 円） 

【加算】 以下の条件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件  基本利用料 利用者負担金 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間(18～22 時) 

早朝(6 時～8 時)  

１回 
上記基本利用料×１25％ 

深夜(22 時～翌朝 6 時)  １回 上記基本利用料×１50％ 

複数名訪問加算 

同時に複数の看護師等が１人の利用者に対して 30 分未満の訪問看護

を行った場合 

１回毎 
254 単位 ２６４円 

同時に複数名の看護師等が１人の利用者に対して 30 分以上の訪問看

護を行った場合 

１回毎 
402 単位  ４１８円 

長時間訪問看護加算 
特別な管理を必要とする利用者に対して１時間 30 分以上の訪問看護

を行った場合 
１回 300 単位 ３１２円 

初回加算 
利用者が、過去 2 月間において、当該事業者から訪問看護の提供を受

けていない場合であって、新たに訪問看護計画書を作成した場合 
１回 300 単位 ３１２円 

緊急時訪問看護 

加算 

利用者の同意を得て、利用者またはその家族等からの看護に関する相

談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて緊急時訪問を行っ

た場合 

月１回 315 単位 ３２８円 

特別管理加算 
特別な管理を必要とする利用者に対し、サービス実施に関する計画的

な管理を行った場合 
月１回 

500 単位 

250 単位 

521 円 

260 円 

ターミナルケア 

加算 
利用者の死亡日前 14 日以内に 2 回以上ターミナルケアを行った場合 該当月 2000 単位 2,084 円 

サービス提供 当該加算の加算・人材要件を満たす場合 月１回 6 単位 6 円 

緊急訪問看護加算 265 点 265 円 1 日につき 

在宅移行管理加算（カニューレ、膀胱カテーテル等） 500 点 500 円 
退院月 1 回限り 

在宅移行管理加算（その他） 250 点 250 円 

在宅患者連携指導加算 300 点 300 円 月 1 回 

複数名訪問看護・指導加算 450 点 450 円 週 1 回 

難病等複数回訪問加算 １日２回 ４５０点 ４５０円 １回 

難病等複数回訪問加算 １日３回以上 ８００点 ８００円 １回 

長時間訪問看護指導加算 ５２０点 ５２０円 週Ⅰ回 

在宅患者緊急時カンファレンス加算 200 点 200 円 月 2 回まで 

ターミナルケア療養費 2,000 点 2,０00 円 死亡月に 1 回 

年末年始割増料金  3,000 円 1 日につき 

 



体制強化加算 

 

その他の利用料 内訳 金額 

訪問にかかる 

交通費 

川越市内 200 円 

その他の地域は１ｋｍ毎につき 100 円 

コインパーキング 利用分 

キャンセル料 12 時間前までに連絡のない場合 １提供あたりの２０％ 

エンゼルケア料 在宅看取り後に死後処置を希望された場合 19,800 円／税込 

 その他費用 

１）交通費、一部衛生材料等、保険適応外のものは全額自費負担となります。 

２）利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡を頂いた時間に応じて料金が発生します。 

※ただし、病状急変や入院等の場合にはキャンセル料はいただきません。 

 


